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市
の
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
で
は
、
健
康
管
理
に

役
立
て
て
い
た
だ
く
た
め
、「
医
療
費
適
正
化
特
別
対

策
事
業
」
を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
の
事
業
の
主
な
も
の

は
、
み
な
さ
ん
の
医
療
費
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
基
に
医

療
機
関
別
の
受
診
状
況
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
析
を
行
う

「
医
療
費
分
析
」
で
す
。
そ
の
分
析
結
果
か
ら
「
入
院

者
の
医
療
状
況
」
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

平
成
25
年
度
（
平
成
25

年
４
月
～
平
成
26
年
３

月
）
診
療
分
の
入
院
者
の

医
療
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

　

入
院
者
の
受
診
件
数
は
、

短
期
入
院
は
４
，
２
６
０

件
（
図
①
参
照
）
で
、
前

年
度
と
比
較
す
る
と
48

件
（
１
・
１
㌫
）
の
増
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
長
期
入
院
は
８ 

８
９
件
（
図
②
参
照
）
で

前
年
度
と
比
較
す
る
と
３

件
（
０
・
３
㌫
）
の
増
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

短
期
入
院
と
長
期
入
院 

を
合
わ
せ
る
と
５
，
１
４ 

９
件
で
、
前
年
度
と
比
較

す
る
と
51
件
（
１
㌫
）
の

増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
、
保
険
医
療
機

関
所
在
地
別
で
見
る
と
、

短
期
入
院
４
，
２
６
０
件

の
う
ち
市
内
の
医
療
機
関

へ
の
入
院
は
１
，
３
６
４

件
で
、
全
体
の
32
㌫
（
図

①
参
照
）
で
す
。
前
年
度

と
比
較
す
る
と
23
件
の
減

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

長
期
入
院
８
８
９
件
の

う
ち
市
内
の
医
療
機
関
へ

の
入
院
は
３
９
０
件
で
、

全
体
の
43
・
９
㌫
（
図
②

参
照
）
で
あ
り
、
前
年
度

と
比
較
す
る
と
４
件
の
減

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
短
期
入
院
と
長

期
入
院
を
合
わ
せ
た
市
内

の
医
療
機
関
へ
の
入
院
は

１
，
７
５
４
件
で
、
全
体

の
34
・
１
㌫
と
な
り
、
前

年
度
と
比
較
す
る
と
27
件

の
減
と
な
っ
て
い
ま
す
。

市
外
の
医
療
機
関
へ
の
入

院
は
78
件
の
増
で
す
。

　

次
に
、
市
内
の
医
療
機

関
で
の
入
院
一
件
当
た
り

の
平
均
月
額
医
療
費
は
、

43
万
５
，
６
９
６
円
（
前

年
度
43
万
１
，
２
９
７

円
）
で
、
４
，
３
９
９
円

（
１
㌫
）
の
増
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
外
で
の
入
院

一
件
当
た
り
平
均
月
額
医

療
費
は
62
万
４
，
６
１
９

円
（
前
年
度
59
万
５
，
４ 

２
５
円
）
で
、
２
万
９
，

１
９
４
円
（
４
・
９
㌫
）

の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

医
療
費
の
診
療
行
為
別

構
成
割
合
の
状
況
（
図
③

参
照
）
で
は
、
市
内
の
医

療
機
関
と
市
外
の
医
療
機

関
は
と
も
に
、
全
体
の
約

60
㌫
を
入
院
料
が
占
め
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
手
術
料
に
つ
い

て
は
、
市
外
の
医
療
機
関

の
割
合
が
21
・
９
㌫
で
市

内
の
医
療
機
関
よ
り
も
割

合
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
27
年
度
の
国
民
健

康
保
険
料
（
国
保
料
）
の

年
金
か
ら
の
仮
徴
収
が
、

４
月
支
給
分
の
年
金
か
ら

始
ま
り
ま
す
。

　

対
象
の
人
に
は
、
４
月

上
旬
に
「
国
民
健
康
保
険

料
仮
徴
収
額
決
定
通
知

書
」
を
送
付
し
ま
す
。

○
対
象
者

　

平
成
27
年
２
月
分
の
国

保
料
が
年
金
か
ら
支
払
わ

れ
て
い
る
世
帯
主

　

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら

の
天
引
き
）
に
よ
り
国
保

料
を
納
め
て
い
た
だ
い
て

い
る
人
は
、
金
融
機
関
へ

の
届
出
後
、
国
保
医
療
課

窓
口
へ
の
届
出
に
よ
り
、

国
保
料
の
支
払
方
法
を
口

座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

口
座
振
替
へ
の
変
更
に
は

①
金
融
機
関
へ
の
届
出

・
通
帳
、
通
帳
届
出
印

・
被
保
険
者
証
ま
た
は
特

別
徴
収
決
定
通
知
書
（
仮

徴
収
決
定
通
知
書
）

②
国
保
医
療
課
へ
の
届
出

・
被
保
険
者
証

・
印
か
ん

・
口
座
振
替
依
頼
書
控
え

が
必
要
で
す
。

　

３
月
末
ま
で
に
届
出
を

さ
れ
た
場
合
、
６
月
以
降

支
給
分
の
年
金
か
ら
の
天

引
き
を
中
止
で
き
ま
す
。

　

口
座
振
替
（
自
動
払
い

込
み
）
を
新
規
申
込
・
変

更
の
場
合
は
、『
口
座
振

入
院
者
の
医
療
状
況

支
払
方
法
の
変
更
に

つ
い
て

国
保
料
の
納
付
は

口
座
振
替
で

～
国
民
健
康
保
険
　
医
療
費
適
正
化
特
別
対
策
事
業
～

医
療
費
分
析
の

　
　
　
　
　
お
知
ら
せ

医
療
費
分
析
の

　
　
　
　
　
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
料

（
特
別
徴
収
分
）の

仮
徴
収
に
つ
い
て

保険医療機関所在地別
入院件数の状況

（平成25年4月～平成26年3月診療分）
（　　　　）
図①　短期入院件数（６カ月未満）

図②　長期入院件数（６カ月以上）
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　　図③　診療行為別機関構成割合の状況
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替
依
頼
書
』
を
、
ご
利
用

に
な
る
市
の
取
扱
金
融
機

関
な
ど
の
窓
口
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
（
廃
止
の
場

合
は
、
現
在
利
用
さ
れ
て

い
る
金
融
機
関
な
ど
の
窓

口
で
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
）。

　

手
続
き
の
際
に
は
、
通

帳
・
届
出
印
と
、
国
民
健

康
保
険
料
納
入
決
定
（
ま

た
は
更
正
）
通
知
書
ま
た

は
納
付
書
を
金
融
機
関
に

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
『
口
座
振
替
依
頼
書
』

は
、
市
内
金
融
機
関
に
設

置
し
て
い
る
も
の
か
、
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ

い
。

※
口
座
振
替
の
開
始
は

『
口
座
振
替
依
頼
書
』
が

金
融
機
関
な
ど
か
ら
市
役

所
に
到
着
し
た
月
の
翌
月

分
か
ら
で
す

詳
細
は
税
務
課
納
付
係
☎

（
56
）４
０
２
４

　

所
得
税
や
市
府
民
税
の

申
告
義
務
が
な
い
人
で
も

国
保
で
の
所
得
申
告
が
必

要
と
な
る
人
に
は
、
国
保

医
療
課
か
ら
申
告
書
を
送

付
し
て
い
ま
す
の
で
、
必

ず
３
月
31
日（
火
）ま
で
に

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。 

　

会
社
の
倒
産
や
解
雇
な

ど
に
よ
り
離
職
し
、
雇
用

保
険
を
受
給
す
る
人
（
非

自
発
的
失
業
者
）
は
、
申

請
に
よ
り
国
保
料
な
ど
が

軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

○
対
象
者

①
非
自
発
的
理
由
に
よ
り

所
得
の
な
い
人
も申告

を

非
自
発
的
失
業
者
の

国
保
料

離
職
し
た
国
保
加
入
者

②
失
業
時
65
歳
未
満
の
人

③
「
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
」
の
離
職
理
由
欄
に

11
・
12
・
21
・
22
・
23
・

31
・
32
・
33
・
34
と
記
載

の
あ
る
人

○
減
額
の
対
象
と
な
る
国

保
料

離
職
日
の
属
す
る
年
度
と

そ
の
翌
年
度
の
国
民
健
康

保
険
料

該
当
者
は
被
保
険
者
証
・

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証 

・
印
か
ん
を
持
参
の
上
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

国
保
料
を
滞
納
す
る
と
、

納
付
状
況
に
応
じ
て
有
効

期
間
が
３
カ
月
・
６
カ

月
・
12
カ
月
な
ど
の
短
期

被
保
険
者
証
の
交
付
に
な

り
ま
す
。

　

こ
の
短
期
被
保
険
者
証

の
有
効
期
間
が
切
れ
る
前

に
は
、
更
新
の
通
知
と
国

保
料
の
納
付
の
お
願
い
を

送
付
し
て
い
ま
す
が
、
納

付
が
困
難
な
場
合
に
は
京

都
地
方
税
機
構
［
☎（
46
）

６
５
６
８
］
に
相
談
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
国
保
料
が
未
納
で
被

保
険
者
証
の
有
効
期
間
が

切
れ
て
い
て
も
国
保
の
資

格
は
あ
り
ま
す
の
で
、
医

療
機
関
に
か
か
る
と
き
に

は
必
ず
事
前
に
国
保
医
療

課
窓
口
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
災
害
や
そ
の
他

の
特
別
な
事
情
が
な
い
の

に
納
期
限
か
ら
１
年
以
上 

国
保
料
を
滞
納
す
る
と
、

「
被
保
険
者
資
格
証
明

書
」
の
交
付
と
な
り
ま
す
。

資
格
証
明
書
の
交
付
を
受

け
る
と
、
医
療
費
は
い
っ

国
保
料
を滞

納
す
る
と

た
ん
全
額
自
己
負
担
と
な

り
ま
す
。
ど
う
し
て
も
国

保
料
の
納
付
が
困
難
な
場

合
は
、
お
早
め
に
京
都
地

方
税
機
構
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

（
後
発
医
薬
品
）
は
、
効

き
目
や
安
全
性
が
実
証
さ

れ
て
い
る
薬
（
先
発
医
薬

品
）
と
主
成
分
が
同
一
で

あ
る
こ
と
な
ど
が
審
査
さ

れ
、
国
か
ら
製
造
・
販
売

が
承
認
さ
れ
た
安
価
な
薬

で
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
に
切
り
替
え
る
こ
と

で
、
窓
口
負
担
が
軽
減
で

き
ま
す
。
市
国
民
健
康
保

険
加
入
者
で
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
た

場
合
、
薬
の
負
担
額
を
低

減
で
き
る
可
能
性
の
あ
る

人
に
差
額
通
知
を
送
付
し

て
い
ま
す
の
で
参
考
に
し

て
く
だ
さ
い
（
平
成
26
年

度
は
９
月
か
ら
送
付
し
て

い
ま
す
）。
※
薬
代
が
下

が
っ
て
も
、
処
方
せ
ん
料

な
ど
の
有
無
に
よ
り
、
支

払
金
額
は
先
発
医
薬
品
使

用
時
と
変
わ
ら
な
い
か
上

が
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

切
り
替
え
に
つ
い
て
は
、

か
か
り
つ
け
の
医
師
・
薬

剤
師
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

国
民
健
康
保
険
を
利
用

で
き
る
場
合
は
決
ま
っ
て

お
り
、
接
骨
院
・
整
骨
院

の
広
告
・
看
板
に
「
健
康

保
険
取
扱
」
と
表
示
さ
れ

て
い
て
も
、
保
険
給
付
の

対
象
と
な
ら
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

使
い
ま
し
ょ
う

接
骨
院
・
整
骨
院
の

か
か
り
方
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図4
■自己負担限度額（70歳未満の人の場合）
○平成26年12月診療分までの自己負担限度額（月額）

所得区分 ３回目まで ４回目以降（※１）

上位所得者（※２）150,000円＋医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の１㌫ 83,400円

一般 80,100円＋医療費が267,000円を
超えた場合は、その超えた分の１㌫ 44,400円

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
○平成27年１月診療分からの自己負担限度額（月額）

所得区分 ３回目まで ４回目以降（※1）
総所得金額等（※３）

上位所得者（※２）

901万円超
252,600円＋医療費が
842,000円を超えた場合
は、その超えた分の１㌫

140,100円

600万円超901万円以下
167,400円＋医療費が
558,000円を超えた場合
は、その超えた分の１㌫

93,000円

一般
210万円超600万円以下

80,100円 ＋ 医 療 費 が
267,000円を超えた場合
は、その超えた分の１㌫

44,400円

210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

〈参考〉■自己負担限度額（70歳以上の人の場合）
所得区分 外来＋入院（世帯単位）

外来（個人単位）

現役並み所得者（※４） 44,000円
80,100円＋医療費が267,000
を超えた場合は、その超えた分
の１㌫（※５）

一般 12,000円 44,000円
低所得者Ⅱ（※６） 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ（※７） 8,000円 15,000円

※１　過去12か月で、一つの世帯での支給が４回以上あった場合
※２　国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の「総所得金額等」が600万円を超える世帯

所得の申告がない場合は、平成26年12月までは上位所得者の限度額が、平成27年１月
からは901万円超の限度額が適用されます

※３　国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の「総所得金額等」
※４　�３割負担の人（平成27年１月以降に新たに70歳となる被保険者がいる世帯についての

み、同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の総所得金額等の合計額が210万円
以下の場合は申請により一般）

※５　過去12か月に限度額を超える月が４回以上あった場合は、４回目以降は44,400円
※６　世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯の人（低所得者Ⅰを除く）
※７　世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で所得のない世帯の人

国
民
健
康
保
険
が
使
え
る

場
合

○
急
性
ま
た
は
亜
急
性
の

外
傷
性
の
負
傷　

○
捻
挫
、

打
撲
、
挫
傷
（
肉
離
れ
な

ど
）　

○
骨
折
、
脱
臼
※

応
急
手
当
を
除
き
、
医
師

の
同
意
が
必
要

国
民
健
康
保
険
が
使
え
な

い
場
合
（
全
額
自
己
負
担

と
な
り
ま
す
）

○
単
な
る
肩
こ
り
、
筋
肉

疲
労　

○
内
科
的
原
因
に

よ
る
疾
患　

○
柔
道
整
復

の
治
療
を
完
了
し
て
単
に

あ
ん
ま
（
指
圧
お
よ
び
マ 

ッ
サ
ー
ジ
を
含
む
）
の
み

を
必
要
と
す
る
患
者
に
対

す
る
施
術

　

１
ヵ
月
の
医
療
機
関
窓

口
で
の
支
払
い
額
が
自
己

負
担
限
度
額
を
超
え
た
と

き
、
そ
の
超
え
た
金
額
が
、

高
額
療
養
費
と
し
て
支
給

さ
れ
ま
す
。
自
己
負
担
限

度
額
は
所
得
区
分
や
70
歳

未
満
・
70
歳
以
上
で
金
額

が
異
な
り
ま
す
。
政
令
の

　

他
の
健
康
保
険
か
ら
国
保
に
加
入
す
る
場
合
や
、
国
保
か
ら
他
の
健
康
保
険
に
加

入
し
た
場
合
は
、
な
る
べ
く
早
く
国
保
医
療
課
に
届
出
て
く
だ
さ
い
。

　

国
保
に
加
入
す
る
場
合
は
、
他
の
健
康
保
険
の
資
格
喪
失
後
14
日
以
内
に
届
出
が

無
い
と
、
届
出
日
か
ら
し
か
保
険
の
給
付
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
他
の
健
康

保
険
の
資
格
喪
失
日
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
（
最
長
２
年
）
国
保
料
を
納
め
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

国
保
か
ら
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合
も
必
ず
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
他

の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
後
は
、
国
保
の
被
保
険
者
証
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

　

他
の
健
康
保
険
へ
の
加
入
後
に
国
保
の
被
保
険
者
証
を
使
用
し
医
療
機
関
に
か
か

る
と
、
国
保
で
負
担
し
た
費
用
を
全
額
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

還付金詐欺にご注意ください！
　市職員や社会保険庁職員などを名乗り、「医療費の還
付金がまだ返金されていない」などと言葉巧みに誘い出
し、ＡＴＭから振り込みをさせる被害が発生しています。
城陽市では保険料や医療費などの還付の通知は全て文書
で行い、申請いただいた振込先に振込みますので、電話
で返金をお知らせすることはありません。ＡＴＭから返
金することは絶対にありません。
　不審な電話がかかってきたら、以下の点を心がけてく
ださい。

①慌てない、動揺しない
②必ず本人や関係行政機関に連絡する
③振り込む前に家族に相談する
④ＡＴＭに行くように言われたら詐欺かと疑う
※�不審な電話がかかってきたら、関係機関にお問い合わ
せください
　消費生活センター☎（56）4052
　城陽警察署☎（53）0110

国
保
加
入
・
喪
失
の
手
続
き

　

国
民
健
康
保
険
へ
の

届
出
は
14
日
以
内
に
‼

改
正
に
よ
り
70
歳
未
満
の

人
は
、
平
成
27
年
１
月
か

ら
図
４
の
と
お
り
自
己
負

担
限
度
額
が
変
更
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

１
カ
月
の
医
療
機
関
窓

口
で
の
支
払
い
額
が
自
己

負
担
限
度
額
を
超
え
た
と

き
、
そ
の
超
え
た
金
額
が
、

高
額
療
養
費
と
し
て
支
給

さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
支
給
を
受
け
る
た

め
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

・
被
保
険
者
証

・
印
か
ん

・
領
収
書

・
振
込
先
の
分
か
る
も
の

（
通
帳
な
ど
）

　

申
請
に
は
、
お
支
払
い

さ
れ
た
金
額
の
確
認
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
全

て
の
領
収
書
を
必
ず
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

※
該
当
す
る
見
込
み
の
お

支
払
い
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
高
額
療
養
費
の

申
請
の
前
に
他
の
申
請
に

70
歳
未
満
の
人
の
医
療
費
の

自
己
負
担
限
度
額
に
つ
い
て

高
額
療
養
費
の

申
請
に
つ
い
て

領
収
書
の
原
本
を
提
出
さ

れ
る
時
は
必
ず
写
し
を
保

管
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い

（
確
定
申
告
で
税
務
署
な

ど
に
提
出
し
た
場
合
、
申

し
出
に
よ
り
領
収
書
は
返

却
さ
れ
ま
す
） 

　

70
歳
未
満
の
人
と
70
歳

以
上
で
住
民
税
非
課
税
世

帯
の
人
は
、
治
療
費
が
自

己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な

る
「
限
度
額
適
用
認
定

証
」
を
交
付
し
ま
す
の
で
、

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

・
被
保
険
者
証

・
印
か
ん

　

70
歳
以
上
で
現
役
並
み

所
得
者
、
一
般
の
人
は

「
高
齢
受
給
者
証
」
に
よ

り
限
度
額
が
自
動
的
に
適

用
さ
れ
ま
す
。

　

退
職
者
医
療
制
度
と
は
、

退
職
被
保
険
者
の
自
己
負

国
民
健
康
保
険
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
の
申
請
に
つ
い
て

担
分
以
外
の
医
療
費
が
被

用
者
保
険
の
拠
出
金
と
退

職
被
保
険
者
の
保
険
料
に

よ
り
賄
わ
れ
る
制
度
で
す
。

退
職
者
医
療
制
度
の
退
職

被
保
険
者
本
人
と
な
る
の

は
、

○
65
歳
未
満
の
人　

○
厚

生
年
金
・
共
済
組
合
な
ど

の
被
用
者
年
金
の
受
給
資

格
が
あ
る
人　

○
被
用
者

年
金
に
20
年
以
上
、
ま
た

は
40
歳
以
降
で
10
年
以
上

加
入
し
て
い
る
人
、
以
上

３
点
を
満
た
す
場
合
で
す
。

こ
の
制
度
の
該
当
資
格
は
、

年
金
受
給
権
が
発
生
し
た

日
か
ら
と
な
り
ま
す
。
年

金
証
書
を
受
け
取
ら
れ
た

ら
、
年
金
証
書
、
被
保
険

者
証
、
印
か
ん
を
持
っ
て
、

国
保
医
療
課
ま
で
届
出
て

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
65
歳
に
な
る
と
、

一
般
の
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
に
変
更
と
な
り

ま
す
。
一
般
の
被
保
険
者

証
は
誕
生
月
の
下
旬
に
送

付
し
ま
す
。

◎
詳
し
く
は
、
国
保
医
療

課[
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退
職
者
医
療
制
度
に

つ
い
て

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
　

交
通
事
故
な
ど
が
原
因

で
（
第
三
者
行
為
と
い
い

ま
す
）
ケ
ガ
や
病
気
に
な 

っ
た
時
、
国
保
の
被
保
険

者
証
を
使
っ
て
医
療
を
受

け
る
場
合
は
、「
第
三
者
行

為
に
よ
る
傷
病
届
」
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

国
保
へ
届
出
る
前
に
示

談
を
し
た
場
合
は
、
そ
の

取
り
決
め
が
優
先
さ
れ
、

国
保
が
使
え
な
く
な
り
ま

す
の
で
、
必
ず
示
談
を
す

る
前
に
届
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。
医
療
費
は
、
国
保

で
一
旦
支
払
い
、
後
で
市

か
ら
加
害
者
に
請
求
を
行

い
ま
す
。

　

平
成
26
年
６
月
～
10
月

ま
で
実
施
し
て
い
た
特
定

健
康
診
査
を
受
診
し
た
人

お
よ
び
市
国
保
の
補
助
を

第
三
者
行
為
は
届
出
を

受
け
て
人
間
ド
ッ
ク
を
受

診
し
た
人
で
、
健
康
診
査

の
結
果
か
ら
保
健
指
導
が

必
要
と
判
定
さ
れ
た
人
に

は
、
市
か
ら
「
特
定
保
健

指
導
」
の
案
内
文
書
を
送

付
し
て
い
ま
す
。
生
活
習

慣
の
改
善
の
た
め
に
積
極

的
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
保
健
セ
ン
タ
ー

で
健
康
相
談
（
要
予
約
）

や
訪
問
指
導
も
実
施
し
て

い
ま
す
。
特
定
保
健
指
導

に
該
当
し
な
い
人
で
も
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◎
健
康
相
談
の
お
問
い
合

わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー

[
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へ 

　

平
成
27
年
度
の
人
間
ド 

ッ
ク
受
診
補
助
申
込
を
４

月
15
日
か
ら
開
始
し
ま
す
。

詳
し
い
内
容
は
４
月
１
日

・
15
日
号
の
広
報
に
掲
載

予
定
で
す
。
４
月
１
日
・

15
日
号
の
広
報
を
確
認
の

上
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

特
定
保
健
指
導
を実施

中

こ
ん
な
と
き

手
続
き
に
必
要
な
も
の

国保に入るとき

他
の
市
区
町
村
か
ら
転
入
し
て
き
た
と
き

印
か
ん
、他
の
市
区
町
村
の
転
出
証
明
書

職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
と
き

印
か
ん
、職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
証
明
書

職
場
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ

た
と
き

印
か
ん
、被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
証
明
書

子
供
が
生
ま
れ
た
と
き

印
か
ん
、被
保
険
者
証
、母
子
健
康
手
帳
又
は

出
生
証
明
書

生
活
保
護
を
受
け
な
く
な
っ
た
と
き

印
か
ん
、保
護
廃
止
決
定
通
知
書

外
国
人
が
入
る
と
き

在
留
カ
ー
ド

国保をやめるとき

他
の
市
区
町
村
へ
転
出
す
る
と
き

印
か
ん
、被
保
険
者
証

職
場
の
健
康
保
険
に
入
っ
た
と
き

印
か
ん
、国
保
と
職
場
の
健
康
保
険
の
両
方
の

被
保
険
者
証（
未
交
付
の
と
き
は
加
入
し
た
こ

と
を
証
明
す
る
も
の
）

職
場
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
に
な
っ
た
と

き国
保
の
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き

印
か
ん
、被
保
険
者
証

生
活
保
護
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き

印
か
ん
、被
保
険
者
証
、保
護
開
始
決
定
通
知

書

外
国
人
が
や
め
る
と
き

被
保
険
者
証
、在
留
カ
ー
ド

その他

退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
と
な
っ
た
と
き

印
か
ん
、被
保
険
者
証
、年
金
証
書

市
内
で
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き

印
か
ん
、被
保
険
者
証

世
帯
主
や
氏
名
が
変
わ
っ
た
と
き

世
帯
が
分
か
れ
た
り
、一
緒
に
な
っ
た
と
き

修
学
の
た
め
、別
に
住
所
を
定
め
た
と
き

印
か
ん
、被
保
険
者
証
、在
学
証
明
書（
学
生
証
）

被
保
険
者
証
を
な
く
し
た
と
き（
あ
る
い
は
汚

れ
て
使
え
な
く
な
っ
た
と
き
）

印
か
ん
、本
人
確
認
で
き
る
も
の（
汚
れ
た
と

き
は
使
え
な
く
な
っ
た
被
保
険
者
証
も
）

高
齢
受
給
者
証
等
の
受
給
者
証
や
、そ
の
他
認
定
証
を
お
持
ち
の
人
は
被
保
険
者

証
と
と
も
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い

平
成
27
年
度
の
人
間

ド
ッ
ク
補
助
に
つ
い
て


